
平成 年 月 日 水曜日

山
山

に
改別

山 口 県

山山

報

○
規山山政則 毎

（号 外 ）

口
県
規
則
第
十
八
号

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則

口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭

正
す
る
。

表
第
一
の
３
の
項
中
「

長
ム

ゴ

業
作

口
県
観
光
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改

規

口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

目

次

則口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部

口
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資

（
秘
書
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

週
火
・
金
曜
日
発
行

」

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
三

年
３

年
３

つ
ぐ

つ
ぐ

を
「

作

正
す
る
規
則
（
観
光
交
流
課
）
…
…
…

則

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…
…

規
則
（
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

年
３

つ
ぐ

業

」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

の
一
部
を
改
正
す
る
規

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

平 成 年
月 日

（水曜日）

別
表
第
一
の

の
項
中
「

防 〃

別
表
第
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の

の
項
を
次
の

に
改
め
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表
４
の
項
中
「

事
従
課

の
動

自
動
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を
削
り
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同
表
７
の
項
中
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域
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め
、
同
表
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の
項
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よ
う
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〃

年
４

年
３
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寒
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夏
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め
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税
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得
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車
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又
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の
項
を
次
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よ
う
に
改
め
る

課
興
振

産
畜

部
産

水
林

農
に

料
飼

員
職

る
す

務
勤

に
務

業
の

り
締

取
の

て
い

つ

〃 〃 作

の
も

る
す

事
従

に

の
査
調

る
す

関
に

畜
家

〃作
の

も
る
す

事
従

に
務

業

服
業

作〃

）
上

年
３

年
３

）
下

」
を

服
業

作

衣
白

）
上

年
３

年
２

）
用
冬

」
を

勤
に

園
み
の

こ
県

口
山

〃

生
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児

で
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職
る

す
務

る
す
事

従
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務
業

導
指
活
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し

若
師

健
保
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又
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も

も
る
あ

に
職

の
師
護

看
は

〃 グ ト

の
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第
一
の

の
項
中
「

白

の
よ
う
に
改
め
る
。

務
勤
に

校
学
成

育
県

口
山
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立
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童
児

で
員

職
る

す

活
生
童

児
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又
員

門
専
援

の
も

る
あ
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職
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援

支

害
障

体
身

県
口

山

〃 グ ト

務
勤

に
ー

タ
ン

セ
祉
福
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る
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従
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３
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３
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３
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３
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３
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３
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３
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２
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２
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２
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２

）
下

）
上

）
用
冬

）
〃

）
用
夏

）
下

年
３

年
３

年
３
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す
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よ
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員
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て
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則
の
規
定
に
よ

則
の
規
定
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職
員
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与
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員
職
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年
四
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す
る
。

員
職
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療
医
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口
山

職
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務
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に

ー
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セ

。
る
限
に
員

」
に
改
め

ぐ
長

ム

グ
ン

キ
ツ

ト

員
職

月
６

年
２

月
６

つ
ぐ

つ

ン
セ
療
県
口
山

三

る
。 貸

与
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の

服
等
は
、
改
正
後
の
山
口
県
職
員

当
規
定
に
よ
り
貸
与
さ
れ
た
も
の

り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
た
被
服

れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
被
服
等

ぱ
つ

が
雨

帽
安

保

」
に
改

。
る
限

に

」

、
同
表

の
項
を
削
る
。

帽
安

保

」
を

勤
に
ー

タ
医

の
ろ

こ
こ

立
す
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印
刷

十
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年
三
月
三
十
一
日
発
行

得
所

雑
び

及
得

所
渡

譲
、

業
事
る

よ
に

渡
譲

の
等

式
所
雑

び
及

得
所

渡
譲

、
所

に
等

当
配

の
等

式
株

場

得

得
所

当
る
係

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

口
県
規
則
第
二
十
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知

す
る
規
則

治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の

第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

記
第
二
号
様
式
中

業
事

る
よ

に
渡

譲
の

等
式

所

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月

治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
十
九
号

山
口
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改

口
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九

表
中
「

当
手

童
児

」
を
「

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

す
る
。

事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例

よ
う
に
改
正
す
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例

山
口
県
知

山
口
県
知

正
す
る
規
則

年
山
口
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の

当
手

童
児

当
手

も
ど

子

県

庁
知
事

」」
に
改
め

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

施
行
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県

を

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

」
に
改
め
る
。

す
る
。

第
九
条
中
「
地
域
振
興
部
観

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二

山
口
県
観
光
審
議
会
規
則
の

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

山
口
県
観
光
審
議
会
規

山
口
県
観
光
審
議
会
規
則
（

光
交
流
課
」
を
「
地
域
振
興
部
観

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

一
日

山
口

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
十

光
交
流
局
観
光
交
流
課
」
に
改

公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

四

め 正


